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１ 単身高齢者万一あんしんサービスの契約者数について 

２ 過去５年間の市民後見人養成状況について 

３ 認知症高齢者の行方不明対応の仕組みの充実内容と実績について 

４ 認知症サポーター活動促進事業について 

５ 認知症サポーターの活用による認知症カフェや居場所等の運営支援について 



１ 単身高齢者万一あんしんサービスの契約者数について 

 
令和２年１２月４日現在 ４名 
 
 

  
２ 過去５年間の市民後見人養成状況について 

   

年度 修了者数 新規名簿登録者数 年度末名簿登録者数 

平成２７年度 （※１） （※１） ６０人 

平成２８年度 ２０人 １９人 ５７人 

平成２９年度 １６人 １４人 ６９人 

平成３０年度 （※１） （※１） ８２人 

令和元年度 １４人 １４人 ７７人 

令和２年度 （※２） （※２） - 

 

（※１）平成２７年度，３０年度は市民後見人養成講座を実施していない。 

（※２）令和２年度は養成講座を実施中 

 



３ 認知症高齢者の行方不明対応の仕組みの充実内容と実績について 

 

⑴ 京都市「認知症高齢者の行方不明時における早期発見に関する連携要領（平成２８

年３月策定）」に基づく取組 

区役所・支所，高齢サポート，警察の連携の下，行方不明の恐れのある高齢者等の

事前相談・登録制度の運用や発見協力依頼情報の提供等を円滑に実施するとともに，

情報提供先となる地域ネットワークの拡充を図ることにより，行方不明になりにくい

環境整備と行方不明になった場合でも早期発見できるよう取組を進めてきた。 
 

＜参考＞京都市「認知症高齢者の行方不明時における早期発見に関する連携要領」に

おける事前登録者数 
 平成 29 年 

（平成 29 年 1 月～12 月） 
平成 30 年 

（平成 30 年 1 月～12 月） 
令和元年 

（平成 31 年 1 月～令和元年 12 月） 

事前登録者数 ６１５人 １，０３９人 １，３５１人 

 
⑵ 「高齢者あんしんお出かけサービス事業」 

認知症により外出時に自宅等に戻れなくなる恐れのある高齢者等の家族等に対し，

高齢者等の位置を特定できる小型ＧＰＳ端末機を貸し出し，行方不明となった場合の

早期発見を支援することを目的とした「高齢者あんしんお出かけサービス事業」を実

施している。本年８月には，本事業を利用する高齢者等が他人にけがをさせたり，物

を壊したりして，本人や家族等が法律上の損害賠償責任を負った場合に，上限３億円

の補償が受けられる日常生活賠償保険を付帯するサービスを開始した。 
 

＜参考＞「高齢者あんしんお出かけサービス事業」の実績 
 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

年度末登録者数 ７１人 ７３人 ８６人 
１０６人 

(10 月末時点) 

 
⑶ 今後の取組の充実 

 ⑵の充実を機に改めて当該事業の市民への周知に努め，利用希望の受付・相談等を

通じて，行方不明となる恐れのある認知症高齢者等をいち早くキャッチし，京都市「認

知症高齢者の行方不明時における早期発見に関する連携要領」に基づく事前相談・事

前登録等の各種施策につなげ，認知症高齢者が住み慣れた地域の中で安心して外出で

きる環境づくりの推進に取り組んでいく。 
 



４ 認知症サポーター活動促進事業について 

 

⑴ 現状 

 認知症施策を進めていくうえで，認知症の本人や家族だけでなく，身近にいる地域

住民が認知症を正しく理解し，支えるための環境づくりが重要であることから，本市

においては，これまで１３万人を超える認知症サポーターを養成してきたところであ

る。 

 

⑵ 今後の取組 

 今後ますます増加が見込まれる認知症高齢者とその家族の地域での暮らしを支えて

いくため，認知症サポーターと，認知症の人の社会参加活動（認知症カフェ・居場所

等）に取り組む支援者等とを繋ぎ，認知症サポーターを具体的な支援に活用していく

仕組みを構築することにより，認知症の人に対する地域支援体制の強化を図ってい

く。 

 

 

 

５ 認知症サポーターの活用による認知症カフェや居場所等の運営支援について 

 

⑴ 現状 

 本市においては，認知症の方やその家族が，認知症や介護等に関し，悩みや不安を

相談・共有したり，気軽に過ごすことができる居場所となっている認知症カフェにつ

いて，情報収集や情報発信等に取り組んできたところである。 

 

⑵ 今後の取組 

 今後は情報発信等にとどまらず，前述の「４ 認知症サポーター活動促進事業につ

いて」の取組により，認知症サポーターと認知症の人の社会参加活動（認知症カフ

ェ・居場所等）に取り組む支援者等を繋ぐ仕組みを構築するとともに，社会参加活動

に取り組みたいがマンパワーやノウハウの不足により踏み出せない支援者の掘り起こ

しやサポーターの活用を含めた運営支援を行うことにより，認知症カフェや居場所等

の活動の充実・発展を支援していく。 

 


